


～～～財財財産産がが少少ななくててもも相相相続続続争争争いいいがががが起起起ききるる時時代です!!～～財産が少なくても相続争いが起きる時代です!!～
知っておきたい相続税・贈与税シリーズ

日本相続学会　理事　榊原　正則

「遺産分割協議」とは？　相続人同士が話し合って遺産の取り分を決めることをいいます。相続
人の１人でも同意を得られなければ成立しません。

1,000万円以下の少額な遺産で

争われる件数が増加傾向に!!

　平成22年度以降に家庭裁判所

に持ち込まれた相続関係の相談件

数は17万件を超えており、全体

でみても約３割を占めています。

　相続における問題は相続税の負

担だけではありません。骨肉の争

いといわれるように、相続人が遺

産の分割をめぐって醜い争いを繰

り広げ、裁判で係争することもし

ばしば見受けられます。

　遺産分割争いは増加し続けてい

ますが、昨今とくに目立つのが遺産

価額が1,000万円以下の少額の遺

産での争い（認容・調停成立事件）

です。平成25年度は平成17年度に

比べて1,000件以上増加し、2,894

件にも及んでいます。もはや「わ

が家は財産が少ないから揉め事は

起きない」という時代ではなくな

っているのです。

わが国の相続財産の約５割

が土地や家屋等の不動産!!

金性が低くなっています。こうし

たことが遺産分割を一層難しくし

ているといえます。

額軽減、小規模宅地の特例といっ

た優遇措置を受けることができま

せん。

　納税や遺産分割問題に対して、

何より大切なのは資金準備です。

資金は今日明日にできるものでは

ありません。早めの相続対策が円

満な相続へと結びつきます。

相続対策は早めに!!

 遺産分割協議が整わないと、相

続財産に手をつけることはできま

せん。また、税制上の配偶者の税

遺産分割事件のうち認容・調停成立（「分割をしない」を除く）遺産価額別
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国税庁「平成25年分の相続税の申告状況」
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家庭裁判所「司法統計年報」より

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000 1,000万円以下
1,000万円超5,000万円以下

5,000万円超
その他

1,8341,8341,834 2,0132,0132,013 2,0322,0322,032 2,0022,0022,002 2,2792,2792,279 2,4692,4692,469 2,4702,4702,470 2,8242,8242,824 2,8942,8942,894

2,0082,0082,008 2,1442,1442,144 1,8811,8811,881 2,0362,0362,036 2,1312,1312,131 2,0532,0532,053 1,8511,8511,851 2,1192,1192,119 2,2302,2302,230

3,0953,0953,095 3,1313,1313,131 3,0793,0793,079 3,4073,4073,407 3,4183,4183,418 3,4653,4653,465 3,5713,5713,571 3,7973,7973,797 3,8273,8273,827

 国税庁が公表した「平成25

年分の相続税の申告状況」に

よると、わが国の相続財産

は金額ベースで44.8％が土

地、5.6％が家屋・構築物

となっており、実に不動産

が50.4％を占めています。

　遺産分割においては現金

や預貯金がもっとも分割し

やすい財産です。それに対

して土地や家屋等は分割し

にくく、しかも流動性・換



　交通事故による損害賠償金が高額化しています。業務中の全事故の中でも交通事故が多発しており、
企業が受ける損失も大きいことから、企業経営上、交通事故を企業の最大リスクの一つとして捉え、事
故防止対策に積極的に取り組むことが重要です。

～交通事故による企業損失と責任～

「使用者責任（民法715条）」とは？　使用者は、被用者の選任・監督について相当の注意を払っ
たことを立証しない限り、第三者に加えた損害を被用者と連帯して損害賠償責任を負う制度です。

企業におけるリスクマネジメント
ワンポイント講座 企業の交通リスク対策シリーズ

●思わぬ交通事故でも企業責任が!!

　従業員が起こした交通事故について、企業に使用者責

任・運行供用者責任があれば、損害賠償責任を負うこと

になります。とくに社有車の勤務時間外の無断私用、あ

るいは自家用車を業務に使用するようなケースでは、企

業責任が問われることに留意が必要です。

①社用車運転中の事故

　業務を終えて帰社する途中での事故や、社用車での通

勤が認められていた場合の通勤途上での事故は、使用者

責任等を負うと考えられます。

　また、従業員が勤務時間外に社有車を無断で私用運転

し交通事故を起こした場合、社有車が使用されるに至っ

た事情や私用運転と業務との関連性、社用車を業務に使

用していた頻度、過去の無断私用運転の有無などを精査

して、企業が私用運転を容認していたとされる場合に

は、使用者責任等があるとされた裁判例もあります。

②自家用車運転中の事故

　自家用車でも業務上の使用を認めていた場合は、社有

車と実質的に同等のものとされ、使用者責任等を免れる

のは難しいとされます。

また、原則として自家

用車の業務使用を禁止

していた場合でも、例

外的に業務遂行での使

用を認めた際に起こし

た交通事故については、

同様に使用者責任等があると考えられます。

●損害賠償金が5億円を超える判例も!!

　以上のように、企業は社用車ばかりでなく、従業員の

自家用車運転中についても業務等への関与の内容や程度

によって使用者責任等を負う可能性が大です。

　近年、個人の損害賠償請求意識の高まりから訴訟とな

ることが多く、またその損害賠償額は高額化していま

す。平成23年11月１日に横浜地裁判決で示された損害

賠償額は５億円を上回りました。従業員の交通事故が企

業経営までをも脅かすことのないよう、しっかり安全運

転管理に努めることが肝要です。

日本リスクマネージメント研究所　代表　山田　幸洋

交通事故での高額賠償判例

場合によっては高額賠償の判決が！

（人身事故）

認定総損害額

5億2,853万円

判決年

平成23年

裁判所

横浜地裁

被害態様

死亡

（物損事故）

認定総損害額

2億6,135万円

判決年

平成６年

裁判所

神戸地裁

被害物件

呉服等の積荷

被害者
医師

41歳男性

3億9,725万円 平成23年 横浜地裁 後遺障害 1億3,580万円 平成８年 東京地裁 パチンコの店舗大学生
21歳男性

3億9,510万円 平成23年 名古屋地裁 後遺障害 1億2,037万円 昭和55年 福岡地裁 電車・線路等大学生
20歳男性

3億8,281万円 平成17年 名古屋地裁 後遺障害 1億1,798万円 平成23年 大阪地裁 トレーラー会社員
29歳男性

3億7,886万円 平成19年 大阪地裁 後遺障害 1億1,347万円 平成10年 千葉地裁 電車会社員
23歳男性

3億6,750万円 平成18年 大阪地裁 死亡 医師
38歳男性 出典：交通事故民事裁判例集、自動車保険ジャーナル、判例タイムズ。



〒703-8235　岡山市中区原尾島859-7
TEL （086）273－2222（代）　FAX （086）273－9933
ＵＲＬ http://www.okayama1.co.jp/
E-mail info@okayama1.co.jp

＜損害保険＞
損保ジャパン日本興亜・三井住友海上
あいおいニッセイ同和損保・セコム損保・ニューインディア
＜生命保険＞
メットライフ生命・ソニー生命・アイエヌジー生命
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命
三井住友海上あいおい生命・ジブラルタ生命

取扱保険会社

損害保険・生命保険はもちろん、総合金融サービスを中心に、
あらゆる角度から「安心」をサポート。

事故相談・法律相談・税務相談・不動産相談など

何か困った時に思い出していただける代理店を目指します。




